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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次  
第１期

第３四半期連結
累計期間

会計期間  
自2020年４月１日
至2020年12月31日

営業収益 （百万円） 3,278

純営業収益 （百万円） 3,181

経常利益 （百万円） 42

親会社株主に帰属する四半期

純利益
（百万円） 21

四半期包括利益 （百万円） 71

純資産額 （百万円） 10,702

総資産額 （百万円） 108,723

１株当たり四半期純利益 （円） 3.71

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益
（円） －

自己資本比率 （％） 9.8

 

回次  
第１期

第３四半期連結
会計期間

会計期間  
自2020年10月１日
至2020年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 4.05

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．営業収益より金融費用を控除したものを純営業収益として計上しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

５．当社は、2020年10月１日設立のため、前連結会計年度以前に係る記載はしておりません。

６．第１期第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）の四半期連結財務諸表は、単独

株式移転により完全子会社となったインヴァスト証券株式会社の四半期連結財務諸表を引き継いで作成して

おります。

７．当四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）は、当社設立後最初の四半期連結会計期

間ですが、「第３四半期連結会計期間」として記載しております。
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２【事業の内容】

　当社は、2020年10月１日に単独株式移転により、インヴァスト証券株式会社の完全親会社として設立されました。

　当社は、持株会社として傘下グループ会社の経営管理及びこれに附帯する業務を行っております。

　当社グループは当社及び連結子会社３社から構成されており、外国為替証拠金取引事業を主たる業務としておりま

す。当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

 

(1）国内金融事業

　国内金融事業は、当社及び国内連結子会社です。当社は純粋持株会社であり、子会社インヴァスト証券株式会

社は、取引所ＦＸ、店頭ＦＸ／ＣＦＤ事業を行っております。

　また、子会社インヴァストキャピタルマネジメント株式会社は、貸金業（不動産業者向けファイナンス、中小

企業向け事業資金ファイナンス等）を行っております。

 

(2）海外金融事業

　海外金融事業は、当社の海外連結子会社（Invast Financial Services Pty Ltd.）が店頭ＦＸ／ＣＦＤ取引及

び証券取引サービスを行っております。

 

　事業の系統図は、次のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または新規設立に伴う有価証券届出書に記

載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社は、2020年10月１日に単独株式移転によりインヴァスト証券株式会社の完全親会社として設立されました

が、連結の範囲に実質的な変更はないため、前年同四半期と比較を行っている項目については、インヴァスト証券

株式会社の2020年３月期第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）と、また、前連結会

計年度末と比較を行っている項目については、インヴァスト証券株式会社の2020年３月期連結会計年度末（2020年

３月31日）と比較しております。

　また、当第３四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年12月31日まで)の四半期連結財務諸表は、単独株式

移転により完全子会社となったインヴァスト証券株式会社の四半期連結財務諸表を引き継いで作成しております。

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年度末に新型コロナウィルスの影響で大きく落ち込んだ

生産や輸出が持ち直していることや、金融・財政面からの支援などにより、緩やかながらも回復基調が継続してい

ます。ただ、小売売上高が11月に再度前月比で減少に転じる等、足元の個人消費は低迷しており、新型コロナウィ

ルスの世界的拡大に伴う国際渡航制限により、インバウンド需要も期待できないことから、今後の景気回復に対し

ては不透明感が強まっています。

外国為替市場のドル円相場は、昨年度末に101円台から111円台の大きなレンジで動いた後は、110円を上値抵抗

として徐々に軟化する展開となりました。米国のFRBが率先して金融緩和に動いたことや、潤沢なドル供給を実施

したことでドルが全面安となり、100-105円のレンジへと水準を切り下げました。

株式市場は、コロナウィルス感染拡大で下押す局面は散見されたものの、主要国の金融緩和や財政出動を受け

て資金の受け皿となり、特に新しい生活様式で注目を集める情報通信関連株を中心に、積極的な買いを集める結果

となりました。米国大統領選挙等のイベントを消化した後も、好材料に反応する相場状況は続き、米国の主要３指

数は史上最高値圏まで上昇し、日経平均株価も約30年ぶりの高値に上昇しました。

このような経済状況のもとで、国内金融事業においては、経営資源をコア事業の強化や新規事業への投資に集

中させることができる体制整備として、取引所ＦＸ「くりっく株365」の吸収分割による事業譲渡や、店頭ＦＸ

「ＦＸ24」のサービス終了（「トライオートＦＸ」に事業統合）を行いました。また、店頭ＦＸ「シストレ24」に

ついても、2021年３月11日（予定）をもってサービスを終了することを決定いたしました。

同時に、注力サービスである「トライオートＦＸ／ＥＴＦ」のリニューアルを実施し、これにあわせた各種

キャンペーンの実施や、自動売買セレクトの機能追加を行う等、マーケティング活動を強化いたしました。

しかしながら、当初、夏頃にリリースを予定していた新サービス「マイメイト」について、より一層の品質向

上、機能改善を図るため、リリースを延期していることから、同サービスの収益化が先延ばしとなっております。

一方で、オーストラリアの子会社Invast Financial Services Pty Ltd.である海外金融事業は、ＤＭＡＣＦＤ

取引が増加基調となったことや、ＭＴ５の新規取引顧客の増加等が収益寄与いたしました。

こうして、当社グループの当第３四半期連結累計期間の営業収益は、32億78百万円（前年同四半期比

94.1％）、純営業収益は31億81百万円（同97.7％）となりました。

販売費・一般管理費は全体で30億82百万円（同97.8％）、純営業収益から販売費・一般管理費を差し引いた営

業利益は98百万円（同94.9％）、経常利益は42百万円（同28.7％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は21百万

円（同21.4％）となりました。

なお、2020年12月末の連結預り証拠金残高は、792億15百万円（2020年３月末比111.1％）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

 

①　国内金融事業

　国内金融事業は、当社及び国内連結子会社です。当社は純粋持株会社であり、子会社インヴァスト証券株式会

社は、取引所ＦＸ、店頭ＦＸ／ＣＦＤ事業を行っております。

　また、子会社インヴァストキャピタルマネジメント株式会社は、貸金業（不動産業者向けファイナンス、中小

企業向け事業資金ファイナンス等）を行っております。

　国内金融事業の純営業収益は22億38百万円（前年同四半期比108.8％）となり、セグメント利益は４百万円

（同3.6％）となりました。
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②　海外金融事業

　海外金融事業は、当社の海外連結子会社（Invast Financial Services Pty Ltd.）が店頭ＦＸ／ＣＦＤ取引及

び証券取引サービスを行っております。

　同社の決算日は12月31日となっているため、当第３四半期連結累計期間においては、2020年１月から９月まで

の実績を反映しております。

　海外金融事業の純営業収益９億73百万円（前年同四半期比79.5％）となり、セグメント利益は93百万円（前年

同四半期は26百万円のセグメント損失）となりました。

 

　主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。

 

①　受入手数料

　当第３四半期連結累計期間の受入手数料の合計は５億97百万円（前年同四半期比138.3％）となりました。

　内訳は以下のとおりであります。

・取引所為替証拠金取引に係る受取手数料　　　１億86百万円（同103.9％）

・委託手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　12百万円（同84.6％）

・投資顧問料　　　　　　　　　　　　　　　　　　３百万円（同43.9％）

・その他の受入手数料　　　　　　　　　　　　３億94百万円（同172.3％）

 

②　トレーディング損益

　当第３四半期連結累計期間におけるトレーディング損益は、22億47百万円（前年同四半期比90.7％）となりま

した。これは店頭ＦＸ取引等によるものであります。

 

③　金融収支

　当第３四半期連結累計期間における金融収支は、24百万円（前年同四半期比18.2％）となりました。

　主な発生要因は預金利息によるものであります。

 

④　販売費・一般管理費

　当第３四半期連結累計期間における販売費・一般管理費は、30億82百万円（前年同四半期比97.8％）となりま

した。主な内訳は以下のとおりであります。

・取引関係費　　　　　　　　　　　　　　　　７億97百万円（同127.0％）

・人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　10億９百万円（同102.2％）

・不動産関係費　　　　　　　　　　　　　　　９億４百万円（同97.5％）

・事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25百万円（同85.8％）

・減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　　１億55百万円（同109.5％）

・租税公課　　　　　　　　　　　　　　　　　１億23百万円（同126.1％）

・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67百万円（同83.7％）

 

⑤　営業外収益

　当第３四半期連結累計期間においては２百万円の営業外収益を計上しており、その内訳は以下のとおりであり

ます。

・貸倒引当金戻入額　　　　　　　　　　　　　　　１百万円

・未払配当金除斥益　　　　　　　　　　　　　　　０百万円

・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０百万円

 

⑥　営業外費用

　当第３四半期連結累計期間においては58百万円の営業外費用を計上しており、その内訳は以下のとおりであり

ます。

・匿名組合投資損失　　　　　　　　　　　　　　　33百万円

・事業撤退損　　　　　　　　　　　　　　　　　　９百万円

・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15百万円
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⑦　特別利益

　当第３四半期連結累計期間においては０百万円の特別利益を計上しており、その内訳は以下のとおりでありま

す。

・金融商品取引責任準備金戻入　　　　　　　　　　０百万円

・新株予約権戻入益　　　　　　　　　　　　　　　０百万円

 

　なお、当第３四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。

 

（資　産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して８億20百万円増加し1,087億23百

万円となりました。流動資産は、４億65百万円増加し1,071億69百万円となりました。

流動資産の主な増加項目は、預託金の増加78億12百万円と短期差入保証金の増加26億31百万円であり、一方、

主な減少項目は、外為取引未収入金の減少72億98百万円と現金・預金の減少21億円であります。

また、固定資産は前連結会計年度末と比較して３億54百万円増加し、15億54百万円となりました。

 

（負　債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は980億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ、９億67百万

円増加しました。流動負債は、９億72百万円増加し979億67百万円となりました。

流動負債の主な増加項目は、受入保証金の増加79億23百万円であり、主な減少項目は、短期借入金の減少41億

円と外為取引未払金の減少27億62百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少し45百万円となりました。

特別法上の準備金は、７百万円となりました。

 

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は107億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億47百万

円減少しました。主な減少要因は配当金の支払いによる２億17百万円であります。

　この結果、自己資本比率は9.8％（前連結会計年度末は10.0％）となりました。

 

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたり、有価証券の評価、減価償却資産の償却、繰延税金資産の回収可能

性、貸付金等の貸倒れ及び当該引当金、賞与等の会計処理については会計関連諸法規に則り、過去の実績や状況に

応じ合理的な基準により見積り、判断しておりますが、不確実性が存在するため、見積った数値と実際の結果は異

なる場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりコールセンター業務の一時休止等の影響

は受けたものの、事業活動全体としては大きな影響はございません。

当社グループの繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにおいては、新型コロナウイルス感染症による重

要な影響はないと仮定し、見積もりを行っております。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありませ

ん。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

要な変更はありません。

 

(5) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当第３四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

について重要な変更はありません。

 

(6) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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(7) 経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの主力サービスである外国為替証拠金取引は、外国為替市場や株式市場等の市況、その他国内外の

経済環境等に大きく左右される傾向にあります。

 

(8) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の運転資金は全て自己資本で賄っており、今後の設備及び有価証券等への投資を考慮しても十分な流動性を

有していると考えております。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,876,331 5,876,331

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 5,876,331 5,876,331 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（会社法に基

づき発行されたストックオプション）により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　当社は、2020年10月１日に単独株式移転によりインヴァスト証券株式会社の完全親会社として設立されたこ

とに伴い、インヴァスト証券が発行したストックオプションとしての新株予約権は、同日をもって消滅し、当

該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数

の新株予約権を交付いたしました。

　当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりとなります。

 

a.インヴァスト株式会社2020年第１回新株予約権

決議年月日（注）１． 2020年６月25日

付与対象者の区分と人数 インヴァスト証券の取締役１名

新株予約権の数（個）※ 150

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※
普通株式　15,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,244

新株予約権の行使期間※ 自　2020年10月１日　至　2026年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　1,244

資本組入額　622

新株予約権の行使の条件※ （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項※ 取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項※
（注）３．

　※新株予約権の発行時（2020年10月１日）における内容を記載しております。

（注）１．決議年月日は、インヴァスト証券株式会社における当社設立に関する株式移転計画の承認日を記載しておりま

す。

２．①本新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社また

は当社子会社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。

ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。

②本新株予約権者は１年間（１月１日から12月31日までの期間をいう。）における新株予約権の行使によって

取得する株式の発行価額（自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額）の合計額が1,200万円を超

えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならない。

３．組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社
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b.インヴァスト株式会社2020年第２回新株予約権

決議年月日（注）１． 2020年６月25日

付与対象者の区分と人数
インヴァスト証券の取締役３名

インヴァスト証券の子会社の取締役１名

新株予約権の数（個）※ 2,060

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※
普通株式　206,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,119

新株予約権の行使期間※ 自　2020年10月１日　至　2027年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　1,119

資本組入額　560

新株予約権の行使の条件※ （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項※ 取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項※
（注）３．

　※新株予約権の発行時（2020年10月１日）における内容を記載しております。

（注）１．決議年月日は、インヴァスト証券株式会社における当社設立に関する株式移転計画の承認日を記載しておりま

す。

２．①新株予約権者は、2021年３月期から2025年３月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結財務

諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たし

ている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使

することができる。

（a）1,200百万円を超過した場合：50％

（b）2,000百万円を超過した場合：80％

（c）3,000百万円を超過した場合：100％

なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が

あった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算に

おいて、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

た数とする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社
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c.インヴァスト株式会社2020年第３回新株予約権

決議年月日（注）１． 2020年６月25日

付与対象者の区分と人数 インヴァスト証券の執行役員１名

新株予約権の数（個）※ 400

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※
普通株式　40,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,150

新株予約権の行使期間※ 自　2020年10月１日　至　2027年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　1,150

資本組入額　575

新株予約権の行使の条件※ （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項※ 取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項※
（注）３．

　※新株予約権の発行時（2020年10月１日）における内容を記載しております。

（注）１．決議年月日は、インヴァスト証券株式会社における当社設立に関する株式移転計画の承認日を記載しておりま

す。

２．①新株予約権者は、2021年３月期から2025年３月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結財務

諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たし

ている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使

することができる。

（a）1,200百万円を超過した場合：50％

（b）2,000百万円を超過した場合：80％

（c）3,000百万円を超過した場合：100％

なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が

あった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算に

おいて、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

た数とする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社

 

 

EDINET提出書類

インヴァスト株式会社(E35822)

四半期報告書

12/43



d.インヴァスト株式会社2020年第４回新株予約権

決議年月日（注）１． 2020年６月25日

付与対象者の区分と人数
インヴァスト証券の取締役１名

インヴァスト証券の執行役員２名

新株予約権の数（個）※ 1,400

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※
普通株式　140,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,271

新株予約権の行使期間※ 自　2020年10月１日　至　2027年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　1,271

資本組入額　636

新株予約権の行使の条件※ （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項※ 取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項※
（注）３．

　※新株予約権の発行時（2020年10月１日）における内容を記載しております。

（注）１．決議年月日は、インヴァスト証券株式会社における当社設立に関する株式移転計画の承認日を記載しておりま

す。

２．①新株予約権者は、2021年３月期から2025年３月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結財務

諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たし

ている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使

することができる。

（a）1,200百万円を超過した場合：50％

（b）2,000百万円を超過した場合：80％

（c）3,000百万円を超過した場合：100％

なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が

あった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算に

おいて、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

た数とする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社
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e.インヴァスト株式会社2020年第５回新株予約権

決議年月日（注）１． 2020年６月25日

付与対象者の区分と人数 インヴァスト証券の取締役１名

新株予約権の数（個）※ 600

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※
普通株式　60,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 800

新株予約権の行使期間※ 自　2020年10月１日　至　2027年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　800

資本組入額　400

新株予約権の行使の条件※ （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項※ 取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項※
（注）３．

　※新株予約権の発行時（2020年10月１日）における内容を記載しております。

（注）１．決議年月日は、インヴァスト証券株式会社における当社設立に関する株式移転計画の承認日を記載しておりま

す。

２．①新株予約権者は、2021年３月期から2025年３月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結財務

諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たし

ている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使

することができる。

（a）2,000百万円を超過した場合：80％

（b）3,000百万円を超過した場合：100％

なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が

あった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算に

おいて、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

た数とする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社
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f.インヴァスト株式会社2020年第６回新株予約権

決議年月日（注）１． 2020年６月25日

付与対象者の区分と人数
インヴァスト証券の取締役１名

インヴァスト証券の執行役員１名

新株予約権の数（個）※ 1,000

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数（株）※
普通株式　100,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 805

新株予約権の行使期間※ 自　2020年10月１日　至　2027年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　805

資本組入額　403

新株予約権の行使の条件※ （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項※ 取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項※
（注）３．

　※新株予約権の発行時（2020年10月１日）における内容を記載しております。

（注）１．決議年月日は、インヴァスト証券株式会社における当社設立に関する株式移転計画の承認日を記載しておりま

す。

２．①新株予約権者は、2021年３月期から2025年３月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結財務

諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充た

している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を

行使することができる。

（a）2,000百万円を超過した場合：80％

（b）3,000百万円を超過した場合：100％

なお、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合

には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。その他、

経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合

には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新

株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社

 

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

インヴァスト株式会社(E35822)

四半期報告書

15/43



 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2020年10月１日 5,876,331 5,876,331 500 500 500 500

　（注）発行済株式総数及び資本金及び資本準備金の増加は、2020年10月１日に単独株式移転により当社が設立されたこ

とによるものであります。
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（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができません。また、当社は2020年10月１日に単独株式移転により完全親会社として設立された

ため、直近の基準日である2020年９月30日現在の株主名簿の記載内容も確認できず、記載することができませ

ん。
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２【役員の状況】

　当社は2020年10月１日に株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半

期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役 川路　猛 1974年12月３日生

1995年１月　三貴商事株式会社（現光陽ホールディ

ングス株式会社）入社

1998年４月　光陽キャピタル株式会社（現ＫＹエン

タープライズ株式会社）

取締役（非常勤）（現任）

1998年10月　Refco Overseas Ltd.入社

1999年５月　こうべ証券株式会社（現インヴァスト

証券株式会社）出向

2000年４月　同社入社

2005年２月　同社執行役員

2005年６月　ＫＫエステート株式会社

取締役（非常勤）（現任）

2007年２月　ＫＯＢＥ証券株式会社（現インヴァス

ト証券株式会社）常務取締役

2008年７月　インヴァスト証券株式会社

代表取締役副社長

2010年１月　同社代表取締役社長（現任）

2012年６月　光陽ホールディングス株式会社

取締役

2012年12月　合同会社ＴＫＣ業務執行役員、代表社

員（現任）

2013年２月　Invast Financial Services Pty Ltd．

Director（現任）

2018年８月　光陽ファイナンス株式会社（現イン

ヴァストキャピタルマネジメント株式

会社）取締役（現任）

2018年12月　光陽ホールディングス株式会社

代表取締役社長（現任）

2020年10月　当社代表取締役社長（現任）

（注）３ 151,300

専務取締役 川上　真人 1974年１月21日生

1997年９月　株式会社ＳＳＩスマートセット入社

2006年10月　株式会社トリスター代表取締役

2006年10月　株式会社アメリカンメガトレンド

代表取締役

2009年３月　プラネックスホールディング株式会社

取締役

2009年６月　株式会社ＭＪ（現株式会社DMM.com証

券）代表取締役

2011年５月　トレイダーズ証券株式会社

取締役副社長

2013年４月　トレイダーズフィナンシャルテクノロ

ジー株式会社代表取締役

2013年６月　トレイダーズホールディングス株式会

社取締役

2016年１月　トレイダーズインベストメント株式会

社代表取締役

2016年12月　みんなのビットコイン株式会社（現楽

天ウォレット株式会社）

代表取締役

2019年３月　インヴァスト証券株式会社

エグゼクティブアドバイザー

2019年６月　同社専務取締役（現任）

2020年10月　当社専務取締役（現任）

（注）３ 900
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常務取締役 鶴見　豪 1980年10月29日生

2004年４月　こうべ証券株式会社（現インヴァスト

証券株式会社）入社

2007年10月　株式会社ダヴィンチ・リアルティ入社

2009年４月　メディア株式会社入社

2010年９月　インヴァスト証券株式会社入社

2012年５月　同社営業企画部長

2013年５月　同社執行役員

2014年６月　同社取締役

2018年６月　同社エグゼクティブアドバイザー

2019年６月　同社常務取締役（現任）

2020年10月　当社常務取締役（現任）

（注）３ －

取締役 大村　祐一郎 1973年９月21日生

1998年３月　三貴商事株式会社（現光陽ホールディ

ングス株式会社）入社

2007年１月　ＫＯＢＥ証券株式会社（現インヴァス

ト証券株式会社）入社

2009年４月　同社総合企画部長

2011年４月　同社執行役員（現任）

2013年４月　Invast Financial Services Pty Ltd.

Executive Vice President

2019年６月　インヴァストキャピタルマネジメント

株式会社取締役（現任）

2020年10月　当社取締役（現任）

（注）３ 2,600

取締役 ホワイト　ギャビン 1967年６月24日生

1987年11月　ウエストパック銀行シニアＦＸディー

ラー

1990年10月　シティグループグローバルマーケッツ

ＦＸトレーディング部長

1998年３月　バンカーズ・トラストオーストラリア

ＦＸトレーディング部長

1999年10月　バークレイズ・キャピタル（シンガ

ポール）ＦＸトレーディング部長

2000年８月　ＡＢＮアムログループ（シンガポー

ル）Ｇ10トレーディング部長

2002年２月　ヴルパインキャピタルマネジメントプ

リンシパル

2006年７月　シティインデックスオーストラリア事

業開発部長

2008年12月　ＭＦグローバル（香港＆シンガポー

ル）ＦＸ＆ＣＦＤアジア太平洋担当部

長

2011年11月　カンター・フィッツジェラルド（シン

ガポール）マネージングディレク

ター　アジア太平洋プライムサービス

部長

2013年６月　Invast Financial Services Pty Ltd.

入社

2015年11月　同社ＣＥＯ（現任）

2017年６月　インヴァスト証券株式会社

取締役（現任）

2020年10月　当社取締役（現任）

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 川路　耕一 1945年11月９日生

1986年６月　光陽企画株式会社（現ＫＫエステート

株式会社）代表取締役社長（現任）

1993年３月　三貴商事株式会社（現光陽ホールディ

ングス株式会社）代表取締役会長

1996年１月　こうべ証券株式会社（現インヴァスト

証券株式会社）取締役

2000年９月　財団法人アジア刑政財団理事（現任）

2001年２月　光陽グループ本社株式会社（現光陽

ホールディングス株式会社）代表取締

役社長

2003年６月　ミリオン貿易株式会社（現ＫＯＹＯ証

券株式会社）取締役会長（現任）

2004年６月　光陽不動産株式会社取締役（現任）

2005年３月　光陽ホールディングス株式会社

代表取締役会長（現任）

2007年10月　光陽ファイナンス株式会社（現イン

ヴァストキャピタルマネジメント株式

会社）取締役（現任）

2009年１月　ＫＹエンタープライズ株式会社

取締役（現任）

2013年11月　光陽ビジネスサービス株式会社（現光

陽ホールディングス株式会社）

取締役会長（現任）

2014年８月　Ｍｙ ＡＵＤＲＥＹ株式会社

取締役（非常勤）（現任）

2016年４月　光陽株式会社

代表取締役社長（現任）

2017年６月　インヴァスト証券株式会社顧問

2018年６月　同社取締役（現任）

2020年10月　当社取締役（現任）

（注）３
3,212,700

（注）５

取締役

（監査等委員）
安藤　聡 1962年12月10日生

1986年４月　株式会社兵庫相互銀行（現株式会社み

なと銀行）入行

1993年10月　丸起証券株式会社（現インヴァスト証

券株式会社）出向

1996年４月　こうべ証券株式会社（現インヴァスト

証券株式会社）入社

2003年10月　同社引受審査部長

2007年10月　インヴァスト証券株式会社

公開引受部長

2012年５月　同社コンプライアンス部長

2017年６月　同社取締役（監査等委員）

2018年８月　インヴァストキャピタルマネジメント

株式会社監査役（現任）

2020年10月　インヴァスト証券株式会社

監査役（現任）

2020年10月　当社取締役（監査等委員）（現任）

（注）４ 1,700
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役

（監査等委員）
淡輪　敬三 1952年９月19日生

1978年４月　日本鋼管株式会社（現ＪＦＥホール

ディングス株式会社）入社

1987年７月　マッキンゼーアンドカンパニー東京オ

フィス入社

1997年７月　ワトソンワイアット株式会社（現タ

ワーズワトソン株式会社）代表取締役

2007年２月　株式会社キトー社外取締役

2007年６月　インヴァスト証券株式会社

社外監査役

2010年６月　曙ブレーキ工業株式会社社外監査役

2013年７月　タワーズワトソン株式会社

取締役会長

2014年３月　株式会社ＺＭＰ社外監査役（現任）

2015年６月　インヴァスト証券株式会社

社外取締役（監査等委員）

2016年３月　株式会社ツバキ・ナカシマ

社外取締役（現任）

2017年３月　株式会社リブセンス社外取締役（現

任）

2019年１月　ココン株式会社社外取締役（現任）

2020年10月　当社社外取締役（監査等委員）（現

任）

（注）４ 50,200

取締役

（監査等委員）
安藤　まこと 1959年10月８日生

1984年10月　監査法人サンワ東京丸の内事務所（現

有限責任監査法人トーマツ）入所

1988年12月　KPMG Peat Marwick New York Office入

社

1991年４月　櫻井会計事務所入所

1994年４月　警視庁入庁

2002年４月　安藤税務会計事務所（現響税理士法

人）入所（現任）

2002年４月　安藤公認会計士共同事務所入所（現

任）

2003年２月　響コンサルティング有限会社

取締役社長（現任）

2007年６月　インヴァスト証券株式会社

社外監査役

2013年６月　日本コンクリート工業株式会社

社外監査役（現任）

2015年６月　インヴァスト証券株式会社

社外取締役（監査等委員）

2017年６月　明治ホールディングス株式会社

社外監査役（現任）

2020年10月　当社社外取締役（監査等委員）（現

任）

（注）４ 52,200

計 3,471,600

　（注）１．淡輪敬三及び安藤まことは、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　安藤聡、委員　淡輪敬三、委員　安藤まこと

なお、安藤聡は常勤の監査等委員であります。

３．2020年10月１日から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで

４．2020年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで

５．取締役川路耕一の所有する当社株式の数は、川路耕一信託口名義の株式数3,136,100株を合算して記載して

おります。

６．取締役社長川路猛は、取締役川路耕一の長男であります。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
（１）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　また、金融商品取引業固有の事項のうち主なものについては、四半期連結財務諸表規則第61条及び第82条の規

定に基づいて、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理

の統一に関する規則」（1974年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

 

（２）当社は2020年10月１日設立のため、前連結会計年度以前に係る記載はしておりません。

　なお、当第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）の四半期連結財務諸表は、単独

株式移転により完全子会社となったインヴァスト証券株式会社の四半期連結財務諸表を引き継いで作成しており

ます。

　当四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）は、当社設立後最初の四半期連結会計期間

ですが、「第３四半期連結会計期間」として記載しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表に

ついて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間

(2020年12月31日)

資産の部  

流動資産  

現金・預金 ※１ 6,564

預託金 28,269

顧客分別金信託 5,900

顧客区分管理信託 22,063

その他の預託金 305

短期差入保証金 52,321

外為取引未収入金 ※２ 18,688

短期貸付金 898

その他 431

貸倒引当金 △3

流動資産計 107,169

固定資産  

有形固定資産 162

無形固定資産 434

投資その他の資産 957

投資有価証券 117

破産更生債権等 134

出資金 445

繰延税金資産 22

その他 237

貸倒引当金 △0

固定資産計 1,554

資産合計 108,723

負債の部  

流動負債  

受入保証金 79,215

外為取引未払金 ※３ 18,213

未払法人税等 29

賞与引当金 25

役員賞与引当金 29

その他 453

流動負債計 97,967

固定負債  

繰延税金負債 26

その他 19

固定負債計 45

特別法上の準備金  

金融商品取引責任準備金 ※４ 7

特別法上の準備金計 7

負債合計 98,021
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 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間

(2020年12月31日)

純資産の部  

株主資本  

資本金 500

資本剰余金 7,744

利益剰余金 2,384

株主資本合計 10,629

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 177

為替換算調整勘定 △122

その他の包括利益累計額合計 55

新株予約権 4

非支配株主持分 13

純資産合計 10,702

負債・純資産合計 108,723
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

営業収益  

受入手数料 597

トレーディング損益 ※１ 2,247

金融収益 121

その他の営業収益 313

営業収益計 3,278

金融費用 96

純営業収益 3,181

販売費・一般管理費  

取引関係費 ※２ 797

人件費 1,009

不動産関係費 ※３ 904

事務費 25

減価償却費 155

租税公課 123

その他 67

販売費・一般管理費計 3,082

営業利益 98

営業外収益  

貸倒引当金戻入額 1

未払配当金除斥益 0

その他 0

営業外収益計 2

営業外費用  

匿名組合投資損失 33

事業撤退損 9

その他 15

営業外費用計 58

経常利益 42

特別利益  

金融商品取引責任準備金戻入 0

新株予約権戻入益 0

特別利益計 0

税金等調整前四半期純利益 43

法人税、住民税及び事業税 30

法人税等調整額 △8

法人税等合計 21

四半期純利益 21

親会社株主に帰属する四半期純利益 21
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純利益 21

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 59

為替換算調整勘定 △9

その他の包括利益合計 49

四半期包括利益 71

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 71
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

　当社は2020年10月１日設立ですが、設立日前のインヴァスト証券株式会社の2020年４月１日から2020年９月30日

までの第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の数値を含めて、第３四半期連結累計期間の四半期連結財務

諸表を作成しています。

 

　四半期連結財務諸表は、当第３四半期連結会計期間から作成しておりますので、「四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」を記載しております。

 

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

インヴァスト証券株式会社

Invast Financial Services Pty Ltd．

インヴァストキャピタルマネジメント株式会社

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

 

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

Invast Financial Services Pty Ltd．の決算日は、12月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

 

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

トレーディングに関する有価証券等

時価法（売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

 

トレーディング関連以外の有価証券等

その他有価証券

・時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

 

②　デリバティブ

時価法を採用しております。

 

③　出資金

・時価のないもの

　主として移動平均法による原価法を採用しております。

　なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっております。
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。なお、在外連結子会社は所在地国の会計基準の規定に基づく定額法を採用

しております。

　主な耐用年数は下記のとおりであります。

　建物　　　　　15年～50年

　器具及び備品　４年～15年

 

②　無形固定資産

　・自社利用のソフトウエア

　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

　・その他の無形固定資産

　　定額法を採用しております。

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

②　賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

 

③　役員賞与引当金

　役員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

 

④　金融商品取引責任準備金

　金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に基づき「金融商

品取引業等に関する内閣府令」第175条の定めるところにより算出した額を計上しております。

 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

るものとしております。

 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　当社グループは外国為替証拠金取引事業を主たる業務としており、お客様にはオンライン上での取引環境を提供

する非対面型のビジネスモデルとなっております。

　海外金融事業においては、新型コロナウイルスの感染拡大による海外への渡航自粛・制限、国内における外出自

粛により、対面営業の制約等による影響が見込まれますが、その代替としてテレビ会議システム等のツールを利用

したオンライン営業を行っていること等から、当社グループの事業活動全体として大きな影響はございません。

　当社グループの繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにおいては、新型コロナウイルス感染症による現

時点における重要な影響はないと仮定し、見積りを行っております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１．担保資産及び担保付債務

　当社の連結子会社であるインヴァスト証券株式会社においては、外国為替証拠金取引に関連して生じる債

務に関し、金融機関より支払承諾契約に基づく債務保証を受けております。

　当該契約に基づき担保に供している資産は、次のとおりであります。

　なお、この他同契約に基づき、顧客区分管理信託契約に係る当社の信託受益権に対し当該金融機関を質権

者とする質権を設定しております。

　また、当社の連結子会社であるインヴァスト証券株式会社は、支払承諾契約とは別に金融機関と顧客区分

管理信託契約に係る同社の信託受益権に対し質権を設定する特別当座貸越契約を締結しております。

 
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

現金・預金（定期預金） 1,250百万円

 

支払承諾契約に基づく債務保証の極度額及び担保付債務（被保証債務残高）は、次のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

債務保証の極度額 5,000百万円

被保証債務残高 ―

差引額 5,000

 

※２．外為取引未収入金

　　　外為取引未収入金の主な内訳は、外国為替証拠金取引に係る評価損益及び未収スワップポイント等であり

ます。

 

※３．外為取引未払金

　　　外為取引未払金の主な内訳は、外国為替証拠金取引に係る評価損益及び未払スワップポイント等でありま

す。

 

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。

金融商品取引責任準備金　 金融商品取引法第46条の５第１項

 

 ５．当社の連結子会社であるインヴァスト証券株式会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取

引金融機関３社と当座貸越契約等を締結しております。

　これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

当座貸越極度額等 3,800百万円

借入実行残高 ―

差引額 3,800
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（四半期連結損益計算書関係）

※１．トレーディング損益の内訳

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

 　至　2020年12月31日）

実現損益 6,740百万円

評価損益 △4,493

計 2,247

 

※２．取引関係費の内訳

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

 　至　2020年12月31日）

取引所協会費 58百万円

広告宣伝費 399

その他 339

計 797

 

※３．不動産関係費の内訳

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

 　至　2020年12月31日）

不動産費 34百万円

器具・備品費 870

計 904
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の

とおりであります。

　なお、のれんの償却額はありません。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

減価償却費 155百万円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

　当社は2020年10月１日に単独株式移転により設立された完全親会社であるため、配当金の支払額は下記の完全子会

社の株主総会において決議された金額です。

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会

普通株式

（インヴァス

ト証券㈱）

111 19 　2020年３月31日 　2020年６月30日 利益剰余金

2020年10月30日

取締役会

普通株式

（インヴァス

ト証券㈱）

105 18 2020年９月30日 2020年12月３日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
 国内金融事業 海外金融事業 合計

純営業収益 2,238 973 3,211 △29 3,181

セグメント利益 4 93 98 0 98

（注）１．「調整額」は次のとおりであります。

　　　　　　(1) 純営業収益の調整額△29百万円はセグメント間取引消去であります。

　　　　　　(2) セグメント利益の調整額０百万円はセグメント間取引消去であります。

　　　２．セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

　前連結会計年度末と比べ著しい変動はありません。
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（デリバティブ取引関係）

(1) 通貨関連

当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

  外国為替証拠金取引     

市場取引以外の取引 売建 436,189 - 2,491 2,491

 買建 427,701 - 475 475

 合　　計 2,966 2,966

時価の算定方法：取引先銀行の提示したレートに基づき評価を行っております。

 

(2) 有価証券関連

当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

  有価証券関連CFD取引     

市場取引以外の取引 売建 12,216 - △2,583 △2,583

 買建 12,780 - 91 91

 合　　計 △2,492 △2,492

時価の算定方法：当第３四半期連結会計期間の時価は有価証券関連CFD取引相場を使用しております。
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（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

（単独株式移転による持株会社の設立）

１．取引の概要

　2020年５月19日開催のインヴァスト証券株式会社取締役会および2020年６月25日開催の同社第61期定時株主

総会において、単独株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により、純粋持株会社（完全親会社）であ

る「インヴァスト株式会社」（以下「持株会社」といいます。）を設立することを決議し、2020年10月１日に

設立いたしました。

 

(1) 結合当事企業の名称および事業の内容

名　　　称：インヴァスト証券株式会社

事業の内容：金融商品取引業

(2) 企業結合日

2020年10月１日

(3) 企業結合の法的形式

単独株式移転による持株会社設立

(4) 結合後企業の名称

インヴァスト株式会社

(5) 企業結合の目的

　持株会社体制への移行の目的は次のとおりになります。

　当社グループは、「2025年までに全世界で1,000万人の利用者を持つ金融ソリューションを生み出す」と

いうビジョンの達成に向けて、既存事業の改革・改善による収益力向上と、新たな顧客層の開拓のための新

規事業の創出を推し進めております。

　インヴァスト証券株式会社は、「トライオートＦＸ」、「トライオートＥＴＦ」のようなテクノロジーを

活用した独自の自動売買ソリューションや、育てるＡＩパートナー「ＭＡⅰＭＡＴＥ（マイメイト）」など

特色のある投資サービスを提供しております。

　また、グローバル化の第一歩として2013年に設立したオーストラリア子会社、Invast Financial

Services Pty Ltd.は、現在、世界50ヵ国以上の金融機関、ヘッジファンドに対してデリバティブ取引を提

供する会社に成長したほか、2018年にインヴァストキャピタルマネジメント株式会社を子会社化し、国内金

融事業の新たな分野として、不動産ファイナンス事業に参入するなど事業領域を拡大しております。

　当社グループは、変化するお客様のニーズに対応し、継続的に成長していくためには、既存の事業にとら

われない新規事業開発が重要であると認識しております。

　持株会社体制への移行は、新規事業の創出や事業の多角化を進めるうえで、事業提携、Ｍ＆Ａ等の手段を

活用しやすくするだけでなく、事業会社への一定の権限委譲による意思決定の迅速化、リスク管理の最適化

など、当社グループの成長の基盤となる重要な施策であると考えております。

 

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）および「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、「共通支配

下の取引」として会計処理しています。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

１株当たり四半期純利益 ３円71銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 21

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
21

普通株式の期中平均株式数（株） 5,876,331

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため

記載しておりません。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　2020年10月１日に単独株式移転により当社の完全子会社となったインヴァスト証券株式会社の2020年10月30日開

催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額………………………………………105百万円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………18円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2020年12月３日

（注）2020年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０２１年２月１２日

インヴァスト株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 丘本　正彦　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 楢崎　律子　　印

 

監査人の結論
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて
いるインヴァスト株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの連結会計年度の第３
四半期連結会計期間（２０２０年１０月１日から２０２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累
計期間（２０２０年４月１日から２０２０年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、インヴァスト株式会社及び連結子
会社の２０２０年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経
営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
 

監査人の結論の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半
期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結
財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
 

EDINET提出書類

インヴァスト株式会社(E35822)

四半期報告書

42/43



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立
の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ
ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の
四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、
我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示
されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場
合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結
財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を
入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー
上の重要な発見事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽
減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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